
主任介護支援専門員更新申請に係る「研修受講証明書」の発行について 

 

研修内容：令和８年度第１回逗葉歯科医師会在宅歯科医療研修会 

令和８年度第１回逗葉地域多職種連携研修会共同開催 

「医療・介護職のための口腔ケアセミナー」 

 研修日 ：令和８年７月 15 日（水） 

 

本研修は、主任介護支援専門員更新に必要な「研修受講証明書」を発行します。ご希

望の方は、研修申込時に申請書をご提出下さい。 

  

※「研修受講証明書」の取り扱いについて 

  次の規定に基づいて研修受講証明書を発行します。  

１． 研修開始前に受付にて、お名前の確認をさせていただきます。 

２． 研修終了後に、「研修受講証明書」をお渡しします。受付までお越しください。 

３． 次のいずれかに該当する場合は、「研修受講証明書」は発行できません。 

   1） 研修開始後 30 分以上遅れて入室した場合 

   2） 研修修了 30 分以上前に退室した場合 

   3） 研修途中、長時間退席した場合 

   4） 本人が出席していない場合（代理人の出席であることが認められた場合） 

４． 「研修受講証明書」の再発行はできません。失くさないよう気を付けて下さい。 

 

 

【事務担当】 

公益財団法人逗葉地域医療センター 

逗葉地域在宅医療・介護連携相談室 

池田 金子 渡邊 

電話：046－870―1070 

FAX：046－870－1071 

 

 


